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概要（エグゼクティブ・サマリー） 

 

スポーツ産業には、様々な側面があるが、本調査研究では、生涯スポーツ振興

に焦点を当てた。 

少子高齢化による医療・介護費増大が社会問題となり、スポーツや身体運動に

よる健康増進あるいは介護予防に大きな期待が集まっている。一方、教員不足に

より過酷な労働環境にある教員に依存した部活動は困難であり、1990年代後半以

降、実業団の休廃部も相まって、青少年期のスポ―ツへのアクセスが課題となっ

ている。このため、スポーツ人口拡大と医療・介護費抑制に向けて、特に子供世

代における多種目のスポーツへのアクセス改善の観点からスポーツクラブ運営に

着目した。 

日本では特定種目を対象にしたスポーツクラブが多く、1997 年から国は多世

代、多種目、多志向という特徴を持つ総合型地域スポーツクラブ（以下「総合型

クラブ」と略す）の育成を開始した。その数は 2018年度で 3,500 以上にものぼ

るが、多くは財源基盤が確立できず過度に行政やボランティアに依存し、更には

任意団体が多いため、未だ自主的・主体的な運営が見込めない。 

そこで、持続的で品質の担保されたスポーツクラブ運営は、ビジネスとしての

運営が可能となるような地域連携システムを構築して初めて実現されるのでは

ないか、という仮説に基づき、それが実現できる条件を明らかにすることとした。

このため、「スポーツ、特に生涯スポーツの担い手（行政、企業、地域）の現状・

課題」に関して各種面談、調査を行い、総合型クラブの典型的な課題を抽出、そ

の解決の糸口をみつけることで、持続的で品質の担保されたスポーツクラブ運営

を実現する条件とモデルを検討した。 

その結果、持続的で品質の担保されたスポ―ツクラブ運営には経営や指導者の

専門化と、スポーツ実施環境の改善に向けた次のような地域連携システムが構築

されて初めて実現されると考えられる、との結論に至った。 

 

１． 元アスリート等がスポーツ経験を活かし生計が立てられるように支援する

企業・学校・地域連携システム 

 

地域においては、スポーツクラブ運営やスポーツ指導の担い手が不足するが、

大学スポーツや実業団の選手でプロ選手にならなかった元アスリートの中には、

これまでの経験を活かしスポーツクラブの運営やスポ―ツ指導に関わることを

希望する人が少なくない。しかしながら、現時点で生計が立てられるのは一握り

に過ぎない。 

そこで、関西スポーツ振興推進協議会が具体的な議論と関係団体の合意形成を

進め、行政、学校、企業、総合型クラブ、民間クラブ等が連携し、実業団を引退

した元アスリートがスポーツクラブ経営者や専門指導者を目指して経験を積み、

地域を知り、経営や指導を学び独立するまでの間生活を協働支援する連携システ

ムの構築が望まれる（図Ⅴ‐１‐１）。 



iii 

 

一方、行政や企業に籍を置きながら副業としてスポーツクラブの運営や指導を

行うことを希望する人もおり、行政や企業がかかる事例に即して就業規則等を見

直し、副業として認めることも一案であろう（図Ⅴ‐１‐２）。 

 

 

 

図Ⅴ‐１‐１ 元アスリート等がスポーツ経験を活かし生計が立てられる 

ように支援する企業・学校・地域連携システム 

 

 
 
図Ⅴ‐１‐２ 元アスリート等がスポーツ経験を活かし生計が立てられる 

ように支援する企業・学校・地域連携システム 
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２． 地域のスポーツ実施場所のシェアリングを可能とする行政・企業・地域  

連携システム 

 
身近にスポーツのできる場所や機会が不足しており、行政が所管を超え、企業

や学校とも連携し、スポーツ実施場所の効率的な運用とシェアリングを可能と

する行政・企業・地域連携システムの構築が望まれる（図Ⅴ‐２）。 
 

 

図Ⅴ‐２ 地域のスポーツ実施場所のシェアリングを可能とする 

行政・企業・地域連携システム 
 

３． スポーツクラブ運営を地域で支援する行政・企業・地域連携システム 
 

スポ―ツクラブ運営では会員拡大による規模のメリットの追求が重要課題と

なるが、少子高齢化が進む中、会員拡大は容易ではない。そこで、スポーツの

場そして地域交流の場となるスポ―ツクラブの運営を地域で支援する行政・企

業・地域連携システムの構築が望まれる（図Ⅴ‐３）。 
 

 
 

図Ⅴ‐３ スポーツクラブ運営を地域で支援する 

行政・企業・地域連携システム 
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Ⅰ. はじめに 

 

（スポーツの本質） 

日本人は、スポーツというと勝敗を競う競技という視点から、鍛錬、精神修養の場

と捉えがちである。もちろん、それは否定されるべきものではない。トップアスリー

トを目指す者は、その困苦を乗り越えて栄冠を手にするのだからである。しかし、そ

れではトップアスリートたり得ない大多数の人にとって、スポーツとは何なのであろ

うか。 

そもそも、スポーツに親しむという行為は、他の動物には見られない人間の文化的

な営みである。動物は獲物を捕るため、あるいは捕らえられないために走ることはあ

っても、それ自体を目的として走ることはない。一方、人間の世界では、トップラン

ナーは優勝を目指して走り、多くの市民ランナーは勝ち負けにはこだわらず完走を目

指して走り、そして、更にその外側にそれを応援して楽しむ人たちがいる。 

すなわち、スポーツには、するスポーツからみるスポーツ、更に産業という側面か

ら見れば、スポーツ用品製造業から、イベント興行、食と観光、健康医療等まで、様々

な形がある。スポーツを楽しんだ後の仲間たちとの飲食も含めて、文化としてのスポ

ーツは幅広い要素を備えている。 

特定の種目にこだわらず、広くいろいろな形のスポーツを楽しむことは、より豊か

な生活を送るための手段といえよう。競技としてのスポーツは、才能に恵まれた者で

も若いときにしかできない。しかし、楽しむスポーツは才能の有無にかかわらず、ま

た年齢にかかわらず、広い層に、そして長きにわたって親しむことができるのである。 

 

（ゴールデンスポーツイヤーを迎える日本と生涯スポーツ） 

折しも、日本は本年から 3年間（2019年～2021年）、「ゴールデン・スポーツイヤー

ズ」と呼ばれる国際メガスポーツイベントのシリーズを迎え、行政をはじめ様々な組

織・団体が、スポーツ振興による地域活性化に向けた機運醸成と受入れ環境整備等に

取り組んでいる。 

かかる状況に鑑み、本調査研究は、生涯スポーツ振興に焦点を当てた。 

生涯スポーツの意義は、スポーツ文化の浸透、すなわち、スポーツに親しむことの

習慣化にあるが、個々人にとっては、健康の増進ひいては健康寿命の延伸、そしてス

ポーツを通じた年齢を超えた地域交流は、家庭、職場に次ぐ第三の居場所の創出につ

ながるものとなる。こうした一連の活動の結果、地域コミュニティの充実や活性化、
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健康増進を通じた医療・介護費削減への寄与も期待され、ひいてはスポーツ人口のす

そ野拡大がトップアスリート輩出にもつながると考えられる。 

こうした生涯スポーツの担い手は、かつて学校部活動、企業実業団とそれを支える

行政であった。これらはもともと年齢や組織を越えた地域的な広がりに限界がある上、

競技を主眼に据えたものであったことから、健康増進や地域のつながりという観点か

らの主たる担い手とはなり得なかった。 

しかも、教員数の不足や多岐にわたる業務量増加により、過酷な労働環境にある教員

に依存した学校部活動は大きな転機を迎えている。実業団も休廃部が相次ぎ、青少年期

の多種目スポ―ツへのアクセスはますます困難となりつつある。 

他方、高齢化の進展に伴う医療・介護費の増大が大きな社会問題となり、スポーツを

通じた健康増進や介護予防に期待が集まっている。 

 

（日本のスポーツの将来） 

このため、スポーツ人口拡大と医療・介護費抑制に向けて、特に子供世代における

多種目へのアクセス改善の観点からスポーツクラブ運営に着目した。日本では特定種

目を対象にしたクラブが多く、子供は幼少の頃に必然的にいずれかのスポーツを選択

し、多かれ少なかれ競技としての当該スポーツにいそしむため、何かのきっかけでそ

のスポーツをやめると、運動そのものから遠ざかってしまう可能性が高い。このため、

国は、1997年から多世代、多種目、多志向という特徴を持つ総合型クラブの育成を開

始し、その数は 2018年度までで 3,500以上にものぼる。しかしながら、その多くは財

源基盤が確立できず、過度に行政やボランティアに依存し、更には任意団体が多いた

め、未だ自主的・主体的な運営が見込めない。 

 そこで、持続的で品質の担保されたスポーツクラブ運営は、ビジネスとしてスポー

ツクラブの運営が可能となるような地域連携システムを構築して初めてそれが実現さ

れるのではないか、という仮説に基づき、それが実現できる条件を明らかにする。 

  



3 

 

Ⅱ. 国民のスポーツ実施状況 

 

国は 2017年 4月に第二期スポーツ基本計画（2017年～2022年）を策定し、成人の

スポーツ実施率を、週 1 日以上が 65％程度、週 3 日以上が 30％程度とする目標を掲

げた。2018年 2月にスポーツ庁公表の「スポーツの実施状況等に関する世論調査」に

よれば、2017 年度に週 1 日以上運動・スポーツをする成人の割合は 51.5％（前年度

42.5%）、週 3日以上が 26.0％（同 19.7％）といずれも前年度を上回ったが、週 1日以

上運動・スポ―ツをする人の割合は、男女とも 70代が最大で 70％を超え、20代～50

代は成人平均を下回った（表Ⅱ‐１）。 

 

表Ⅱ－１ スポーツ実施率について 

 
(資料)スポーツ庁 平成 29年度「スポーツの実施状況等に関する世論調査」について 

 

運動やスポーツを行った理由は「健康のため」（75.2％）が最も多く、「体力増進・

維持のため」(50.1％)が続き、健康維持や健康づくりへの関心が高い（表Ⅱ‐２）。一

方、運動不足を感じる人（79.5％）も多い（表Ⅱ‐３）が、「仕事や家事が忙しいから」、

「子供に手間が掛かるから」がその理由の上位を占めており、働き世代・子育て世代

の課題が浮き彫りとなった（表Ⅱ‐４）。 
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表Ⅱ‐２ この 1年間に運動やスポ―ツを行った理由 

 

 
注）複数選択可。最も大きな理由は単一回答。 

(資料)スポーツ庁 平成 29年度「スポーツの実施状況等に関する世論調査」について 

 

 

表Ⅱ－３ 運動不足の感じ方 

 

 
(資料)スポーツ庁 平成 29年度「スポーツの実施状況等に関する世論調査」について 
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表Ⅱ‐４ 運動・スポーツを実施する頻度が減ったまたはこれ以上増やさない

（増やせない）理由[現在の運動頻度に満足していない者に対して] 

 

 

(資料)スポーツ庁 平成 29年度「スポーツの実施状況等に関する世論調査」について 

 

運動やスポーツの実施場所は、道路（36.3％）、自然環境（山岳、森林、海、湖、川

等。16.6％）、自宅または自宅敷地内（9.5％）、公園（9.3％）と、身近な場所が利用

されており、民間商業インドア施設（フィットネスクラブ、ジム等。5.7％）、公共体

育・スポーツ施設（5.5％）等のスポーツ専用施設の利用は進んでいない。学校体育施

設（2.0％）の利用は 10代（17.0％）、20代（3.9％）、40代（2.0％）、30代（1.5％）

の順に多く、体育授業中心に学校開放での利用が窺える（表Ⅱ‐５）。 

種目は男女共にウォーキング（散歩・ぶらぶら歩き・一駅歩きなどを含む。男性

56.8％／女性 57.2％）が一番多く、階段昇降（２アップ３ダウン等。男性 14.9％／女

性 11.8％）、トレーニング（筋力トレーニング・トレッドミル・室内運動器具を用い

る運動等。男性 15.0％／女性 10.8％）、体操（ラジオ体操・職場体操・美容体操等。

男性 9.7％／女性 15.1％）、ランニング（ジョギング・マラソン・駅伝。男性 17.3％

／女性 7.0％）等が続き、スポーツというよりは個人での運動が多い（図Ⅱ‐1）。 

 

以上から、生涯スポーツ振興には働き世代・子育て世代への対応の他、競技系を含

む多世代、多種目、多志向という特徴を持つスポーツ実施環境の整備等が必要と考え

られる。 
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表Ⅱ‐５ この 1年間に行った運動・スポ―ツの実施場所（複数選択可） 

 

 

(資料)スポーツ庁 平成 29年度「スポーツの実施状況等に関する世論調査」について 
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(資料)スポーツ庁 平成 29年度「スポーツの実施状況等に関する世論調査」について 

 

図Ⅱ－１ この 1年間に実施した種目について 
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Ⅲ. 生涯スポーツの担い手の現状と課題 

 

１．行政 

 

戦後、スポーツ施設の整備をはじめ、生涯スポーツ振興に関する様々な取組みが行

政主導で推進された。祝日法改正（2018年 6月公布）により 2020年から「体育の日」

が「スポーツの日」へ、スポーツ基本法一部改正（2018年 6月公布）により、2023年

より「国民体育大会」が「国民スポーツ大会」へそれぞれ改称される等、従来、体育

の下位概念であったスポーツが、欧米同様体育の上位概念となる。しかしながら、今

日、少子高齢化、人口減少等が進み、行政課題が山積する中、財政状況の悪化もあり、

行政主導によるスポーツ振興に限界が見られる。 

スポーツ実施環境の整備は、まず公共スポーツ施設整備があるが、高度経済成長期

に建設された公共スポーツ施設の老朽化が進んでおり、その維持更新だけでも大きな

財政負担が必要となり、新規整備は困難になってきている。財政状況が厳しい中で、

行政の公的負担中心には限界がある。また、既存の公共スポーツ施設の利用開放につ

いて、放課後や土日祝日の学校開放が進んではいるが、地域スポーツあるいは個人の

利用により、都市部を中心にニーズに応えられないくらい逼迫している。 

学校部活動は、教員数の不足や多岐にわたる業務量増加により、過酷な労働環境に

ある教員に依存した活動が困難になった。かかる状況を踏まえ、2018年 3月、自民党

スポーツ立国調査会は文部科学省に対し、部活動を学校単位の活動から切り離し、総

合型クラブ等の地域スポーツと一体化するとの提言を行うとともに、文部科学省スポ

ーツ庁は、同年 3月「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」を策定し、

本格的な外部人材起用を開始したが、まだそれは具現化の途上にある。 

（公財）日本スポ―ツ協会（2018年 4月、日本体育協会から名称変更）は、国内の

関係スポーツ団体、都道府県体育（スポーツ）協会、中央競技団体を統括し、生涯ス

ポーツの普及・振興と国際的な競技力の向上を目指した活動を行っている。都道府県

体育（スポーツ）協会の傘下に市区郡町村体育（スポーツ）協会があるが、その多く

は市町村教育委員会内にあり、同職員が協会実務を代行していて、中央団体と実効あ

る連携が図られておらず、自立が期待される。 

 

２．企業 

 

   企業は、高度経済成長期より、社員の一体感醸成や企業イメージ向上等を目的に実

業団を通じて競技スポーツを支援し、それがトップアスリートの養成にもつながった。

しかし、引退後、監督、コーチ等で実業団に留まるなど、指導者として生計を立てら

れる元アスリートは一握りに過ぎず、大半はスポーツと関係のない分野で働いている。 
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また、バブル崩壊を経て、1990 年代後半以降、実業団の休廃部が相次ぐとともに、

大企業中心に多くの企業が従業員の福利厚生施設として保有していたグラウンド、体

育館等のスポーツ施設も、経営効率化を目指す企業が売却を進めた結果、青少年期以

降の競技スポーツの場も減少した。 

一方、従業員の高齢化並びに生活習慣病による医療費増大に因り、健康保険組合の

財政は逼迫している。多くの企業はメンタル不調者や生活習慣病罹患者及びその予備

群を抱えており、先進的な企業は、医療費抑制、労働生産性向上、従業員の長期定着

等を目指した健康経営（NPO 法人健康経営研究会の登録商標）の取組みに着手した。

適度な身体運動やスポーツがメンタルヘルスの維持や生活習慣病の改善・予防、ひい

ては健康寿命延伸に有効なことが判ってきており、生産性を維持しつつ長時間労働の

抑制を図る働き方改革と併せて、身体運動やスポ―ツを取入れる動きが始まっている。 

 

３．地域 

 

少子高齢化が進み、高齢者独居世帯が増加している。かつては近所付き合いを通じ

お互いの状況が判っていたが、介護状態となり外出できなくなったり、近所付き合い

を好まない住民が増えており、コミュニティが脆弱化している。国は総合型クラブに

生涯スポーツの場だけでなく、地域コミュニティの核としての役割も期待する。 

一方、地域スポーツは、地域スポーツクラブ（総合型クラブ、スポーツ少年団、マ

マさんバレー等）、企業同好会、学校部活動、民間スポ―ツクラブが担い手となってい

る。水泳、テニス、体操、新体操、フィギュアスケート等は、古くから単一種目クラ

ブが存在し、オリンピック選手等のトップアスリート養成の役割を担ってきた。サッ

カーのプロリーグ J.LEAGUE 創設（1992 年）後は、バスケットボール、バレーボール

等でもプロリーグ創設が相次ぎ、これらのチームが運営するタレント発掘を目的とし

た青少年向けクラブも増えた。 

フィットネス事業者は、採算上の問題から、直営スポーツ施設の建設・所有による

競技系を含む多種目クラブへの進出事例は少ないが、大手事業者を中心に、公共スポ

ーツ施設の指定管理と併せて自主事業としてスポーツ・文化教室、介護予防教室等を

行っているところもある。 
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Ⅳ．総合型クラブの現状と典型的な課題 

 

1997年から国は多世代、多種目、多志向という特徴を持つ総合型クラブの育成を開

始し、生涯スポーツ並びに地域コミュニティの場として地域住民による自主的・主体

的な運営を目指している。スポーツ振興基本計画（2000年）では、2010年までに全国

の各市区町村に少なくとも１つ設置するとの量的目標を掲げ、スポーツ庁の「平成 30

年度 総合型クラブ育成状況（Ｈ30.7.1 現在）」（2019 年）によれば、2018 年までに

全国市区町村の 80.8％で設置をみた。 

一方、全国の総合型クラブ（3,599箇所）の中で法人格取得クラブ数は 882、指定管

理者であるクラブ数は 219と専門化は進んでいない。すなわち、法人格を取得してい

ない任意団体が多く、財務基盤も確立できていないため、自主的・主体的な運営は実

現できていない。このため、第二期スポーツ基本計画(2017年)では、質的充実を重視

し、財政的な自立と地域への定着を目標とした。 

 スポーツ庁、広域スポーツセンター、総合型クラブ、民間クラブ事業者等との面談

並びに調査を通じ、総合型クラブの典型的な課題を以下に整理した。 

 

１． ヒト 

 

（１）クラブ運営人材の後継者確保 

 

クラブ運営者の高齢化、異動等に伴う後継者探しが課題となっている。理由として

大きく２つ考えられる。一つ目は大半が任意団体で、クラブ運営者が事故時等の責任

を個人で負う必要があり、クラブ運営者の責任が重いため、引き受け手がいないこと

である。二つ目は、クラブ運営だけでは生計を立てられず、大半のクラブ運営者は個

人の事業等で生計を立てつつ、クラブ運営はボランティアで行っているため、引き受

け手の対象が限られることである。 

 

（２） スポーツ指導者、クラブマネジャー養成・確保 

 

スポーツ指導者やクラブマネジャーの養成・確保が困難な事例も多い。条件面（報

酬面、タイミング等）の不一致、地域の人材不足等がその要因だが、ボランティアで

活動する人が多いこともあり、謝金を支払うシステムが整備されず、労働市場が成立

していないことが根本的な原因である。 
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２． モノ 

 

（１）スポーツ実施場所の確保 

 

主に学校開放、公共スポーツ施設を利用するが、いずれも地域スポーツあるいは個

人の利用により、都市部を中心に施設は逼迫している。 

直近の調査となるスポーツ庁「平成 27 年度体育・スポーツ施設現況調査結果の概

要」によれば、我が国の体育・スポーツ設置数は 191,356箇所あり、その内訳は、学

校体育・スポーツ施設 116,029箇所（60.6％）、大学（短期大学を含む）・高等専門学

校の体育施設 7,621箇所（4.0％）、公共スポーツ施設（社会体育施設と公立社会教育

施設等に付帯するスポーツ施設の合計）52,719 箇所（27.6％）、民間スポ―ツ施設

14,987箇所（7.8％）となっている（表Ⅳ‐１）が、これらは長期的な減少傾向にある

（図Ⅳ—１）。主因は学校の統廃合や施設の老朽化による使用中止と考えられる。 

 

表Ⅳ－１ 体育・スポーツ施設設置数 

 
（資料）スポーツ庁（2017年）平成 27年度体育・スポーツ施設現況調査結果の概要 

 

 

（資料）スポーツ庁（2017年）平成 27年度体育・スポーツ施設現況調査結果の概要 

図Ⅳ‐1 体育・スポーツ施設設置数の推移 
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一方、学校体育施設を開放する市区町村の状況（2014年度）は、回答のあった 1,599

市区町村のうち、1,522市区町村（95.2％）と、前回（2007年度）調査（98.3％）よ

り減少した（表Ⅳ—２）。 

 

表Ⅳ‐２ 市区町村における学校体育・スポーツ施設開放状況 

 
（資料）スポーツ庁（2017年）平成 27年度体育・スポーツ施設現況調査結果の概要 

 

学校体育施設の種別開放状況は、屋外運動場が 30,062校のうち 23,625校（開放率

78.6％）、体育館が 30,700校のうち 26,479校（開放率 86.3％）、水泳プールが 19,275

校のうち 4,286校（開放率 22.2％）、屋外庭球場が 6,770校のうち 1,290校（開放率

19.1％）が開放されている（表Ⅳ-３）。 

 

表Ⅳ－３ 施設種類・学校段階別開放状況 

 

（資料）スポーツ庁（2017年）平成 27年度体育・スポーツ施設現況調査結果の概要 

 

更に開放の形態と頻度は「年間を通じて定期的に曜日を決めて開放」が一番多く、

「平日（月～金曜日）」が全体の 60.0％、「土曜日」が 64.1％、「日曜日」が 61.7％と

なっている（表Ⅳ-４）が、「要請により不定期に開放（年間 9日以下）」も 7.4％ある。 
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表Ⅳ－４ 学校体育施設開放の頻度 

 
（資料）スポーツ庁（2017年）平成 27年度体育・スポーツ施設現況調査結果の概要 

 

以上より、市区町村による学校開放の実施割合は 95.2%と高いものの、種別の開放

状況及び開放の形態や頻度を見ると更なる開放余地が残されている。 

 

３． カネ 

 

 総合型クラブの生い立ちは、スポーツ少年団、ママさんバレー、同好会が発展した

クラブ等様々であるが、体育協会あるいはスポ―ツ推進委員が行政活動の延長線上で

補助金の交付を受け設立・運営し、会費を徴収しても少額であり、自主財源による運

営が難しいクラブが多い。 

一方、財源基盤の確立を目指し、設立時のクラブ理念にも受益者負担を明記の上徹

底するクラブもあり、中には経営ノウハウを有し事業収入（指定管理、旅行代理店等）

を得るクラブも存在する。 

 

４． 情報 

 

（１）情報発信の不足 

 

地域の特定の人にサービスを提供するだけで手一杯で、会員への情報発信や会員募

集のためのホームページの開設や更新、あるいは SNSの活用ができていないクラブが

多い。特に若い人への情報発信が十分図れていない。 

 

総合型クラブの典型的な課題要因を表Ⅳ‐５に記す。 

 

表Ⅳ‐５ 総合型クラブの典型的な課題要因 

ヒト 後継者、指導者、クラブマネジャー 

モノ スポーツ実施場所 

カネ 財源基盤の確立（会費収入、事業収入、スポンサーシップ等） 

情報 ホームページ、SNS、情報交換・発信（会員、指導者等） 
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Ⅴ. スポーツクラブ運営をビジネスとして可能にする地域連携システム構築 

 

日常的にスポーツに親しむことは、個人にとっては、健康の増進ひいては健康寿命

の延伸、そしてスポーツを通じた地域交流を通じた家庭、職場に次ぐ第三の居場所の

創出となる。地域コミュニティとしては、こうした一連の活動がコミュニティの充実

や活性化につながり、自治体や国としては、健康増進を通じた医療・介護費の削減が

期待される。さらには、こうしたスポーツ人口のすそ野拡大が、トップアスリート輩

出にも寄与すると考えられる。 

しかし、総合型クラブのみならず、スポーツクラブ運営やスポーツ指導等を担う人材

が不足しており、こうしたスポーツの効用を十分活用できていない。その背景には、こ

れを本業として生計が立てられないという実態があり、スポーツ実施場所の不足がクラ

ブ運営を更に厳しくしている。一方、クラブ運営にはビジネス的な要素が多く、現場で

経験を積みながら経営を学ぶことが望まれるが、生活の保障がない状況ではそれも厳し

い。 

こうした隘路を解消し、スポーツの持つ力を最大限に活用するためには、スポーツ

実施環境の改善に向けて次のような地域連携システムの構築が必要と考えられる。 

 

１． 元アスリート等がスポーツ経験を活かし生計が立てられるように支援する地域連

携システム 

    

地域においては、スポーツクラブ運営あるいはスポーツ指導の担い手が不足している

が、大学スポーツや実業団の選手でプロ選手にならなかった元アスリートの中には、

それまでの経験を活かし、スポーツクラブの運営やスポ―ツ指導に関わることを希望

する人が少なくない。しかしながら、これで生計が立てられるのは一握りに過ぎない

という現状もある。 

そこで、関西スポーツ振興推進協議会が具体的な議論と関係団体の合意形成を進め、

行政、学校、企業、総合型クラブ、民間クラブ等が連携し、実業団を引退した元アスリ

ートがスポーツクラブ経営者や専門指導者を目指し経験を積み、地域を知り、経営や指

導を学び独立するまでの間生活を協働支援する連携システムの構築が望まれる（図Ⅴ‐

１‐１）。 

こうしたアスリートが社内で健康セミナーを開催する等、企業の健康経営の一躍を担

うことも考えられる。 

一方、行政や企業に籍を置きながら、副業としてクラブ運営やスポ―ツ指導を行う

ことを希望する人もおり、行政や企業が就業規則等を変えて副業を認めることが望ま

れる（図Ⅴ‐１‐２）。 
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スポーツ指導員には一定のニーズがありながら、なかなかそれだけでは生計の立て

られる職業とはなり得ないため、このように、行政、学校、企業、総合型クラブ、民

間クラブ等が連携してこれを支えていくことが必要ではないか。 

 

 

図Ｖ‐１‐１ 元アスリート等がスポーツ経験を活かし生計が立てられる 

ように支援する企業・学校・地域連携システム 
 

 

図Ｖ‐１‐２ 元アスリート等がスポーツ経験を活かし生計が立てられる 

ように支援する企業・学校・地域連携システム 

 

２． 地域のスポーツ実施場所のシェアリングを可能とする地域連携システム 

 

身近にスポーツのできる場所や機会が不足しており、行政が所管を超えて連携を図

ると共に民間とも連携し、地域におけるスポーツ実施場所の効率的な運用とシェアリ
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ングを可能とする行政・企業・地域連携システムの構築が望まれる（図Ⅴ‐２）。 

 

（１）公立小中学校の利用拡大（指定管理、施設開放運営委託、学校開放拡大） 

 

公立小中学校は地域住民の徒歩圏内にあり、グラウンド、体育館、プール、テニ

スコート等、多種目スポーツの施設がある。学校開放を積極的に推進する市区町村も

あるが、第Ⅳ章の通り未だ開放余地は残されている。 

例えば、民間活力を活用した学校体育施設の指定管理ないし施設開放運営委託の

他、隣接学校同士での共同部活動や部活動の地域スポーツとの一体化により空いてく

る施設を開放すれば、日中を含めた利用拡大が期待できる。 

また、一部の自治体は総合型クラブによる有料スポーツ教室での利用に制限(貸出

禁止、回数制限)を設けているが、空いていることを前提に利用を認めれば、自主

的・主体的な運営の後押しともなる。 

 

（２）行政による私立学校、大学、企業等の施設借上げ開放 

 

企業や私立学校、大学等のスポーツ施設の中にも開放余地の残されているものがあ

る。但し、企業のスポーツ施設は事業所に隣接している場合も多く、行政が企業や学

校等と連携協定を締結の上でこれらを借り上げ、施設を利用する一般住民の事業所や

校舎への立ち入りを防ぐ安全対策への補助金交付や、施設利用時の事故について施設

の安全管理義務を超える責任は問わないといったルール作りとそのコンセンサス形成

等を進めていくことが必要であろう。 

なお、施設保有者には、地域貢献、生涯スポーツ振興といった CSR活動、SDGsへの

貢献の他、施設利用料収入等のメリットもある。 

 

（３）行政による地域プラットフォームでのスポーツ施設情報一元化・リアルタイム

管理 

 

地域には学校体育施設や公共スポーツ施設等、複数のスポーツ施設があるが、所管

が異なるため、一般的に満空情報等は施設毎に管理されている上、ホームページ上の

満空状況が随時更新されていない施設も少なくない。このため、行政が所管を超えて

連携すると共に民間とも連携し、地域プラットフォーム上で体育・スポーツ施設の一

元化・リアルタイム管理を図ることにより､利用者の利便性の向上を図ることが望ま

れる。 
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（４）オープンデータ化 

 

 民間の利用者が、対戦相手や仲間探しのマッチング等のサービス事業化を図れるよ

うに、行政が地域プラットフォーム上で、施設の情報や利用状況を確認できるように

することが望まれる。 

 

 
図Ⅴ‐２ 地域のスポーツ実施場所のシェアリング可能とする 

行政・企業・地域連携システム 

 

３．スポーツクラブ運営を地域で支援する行政・企業・地域連携システム 

 

スポーツクラブの運営上、会員拡大による規模のメリットの追求は重要課題の１つ

であるが、少子高齢化が進む中、会員拡大は容易ではない。そこで、図Ⅴ‐３のよう

なスポーツの場そして地域交流の場となるスポーツクラブの運営を地域で支援する地

域連携システムが必要と考えられる。 

 

（１）市町村による支援（事業委託） 

 

地域においては、市町村が抱える課題解決のための担い手が不足する傾向が見られ

る。例えば、市町村は介護保険法により介護予防事業が義務付けられ、自ら事業を行

えない場合には民間への事業委託が認められるが、介護予防事業の担い手が不足する

地域が見られる。 

透明性確保の観点から公募が前提となろうが、能力のあるスポーツクラブが、指定

管理の他、部活動、介護予防、健康寿命延伸、放課後児童クラブ等を一括して受託、

管理することで、効率的な運用を図ることが考えられる。 
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（２）企業による支援（アウトソーシング、スポンサーシップ） 

 

健康経営に関心を持つ企業が増えている中、企業が保有するスポーツ施設の管理

運営を、社員向け運動・スポーツ教室の実施も含めてスポーツクラブに委託し、保有

施設を社員向け、一般向け双方に有効活用するようなケースが考えられる。 

スポーツクラブの商圏をターゲットに PR を図りたい企業にとっては､スポンサー

シップも有効な方法となろう。企業が従業員へクラブを周知すると共に利用を推奨

すれば、更に大きな効果が期待される。 

企業側には、２.(2)同様の地域貢献、生涯スポーツ振興といった CSR活動、SDGsへ

の貢献の他、施設管理の負担軽減等のメリットがもたらされる。    

   

（３）住民による支援 

 

住民が自らスポーツクラブの会員となり積極的にクラブを利用し、周りの住民に

も利用を働きかけ、会員拡大に寄与することが最大の支援となろう。 

 

 

 

図Ⅴ－３ スポーツクラブ運営を地域で支援する 

行政・企業・地域連携システム 
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Ⅵ.  持続性、品質の担保されたスポーツクラブ運営の条件とモデル 

 

1．持続性、品質の担保されたスポーツクラブ運営の条件 

 

持続的で品質の担保されたスポーツクラブの運営は、第Ⅴ章で述べたスポーツクラ

ブの運営をビジネスとして可能とする地域連携システムを構築して初めて実現される

ものであるが、そのためには表Ⅵ－１の条件を充足する経営の専門化が必要であると考

えられる。 

 

（１） 元アスリート等がスポーツ経験を活かし生計が立てられるように支援する企

業・学校・地域連携システム 

（２） 地域のスポーツ実施場所のシェアリングを可能とする行政・企業・地域連携

システム 

（３） スポーツクラブ運営を地域で支援する行政・企業・地域連携システム 

 

表Ⅵ－１ 持続的で品質の担保されたスポーツクラブ運営条件 

 

 

分類 条件 概要 

ヒ

ト 

運営組織の 

法人化 

組織継続性とリスク負担の観点から法人格を取得する。 

経営人材の 

雇用 

稼ぐ組織とするため、核となり組織を牽引する経営人材を

確保する。 

スポーツ 

指導者の確保 

ボランティアに依存せず、対価を支払い、正しい知見を持

ったスポ―ツ指導者を起用する。 

モ

ノ 

スポーツ実施

場所の確保  

公共スポーツ施設、学校開放等を利用するが、行政から

の一括かつ長期の指定管理や運営受託により、自主事業

の機会を拡大する。 

 

カ
ネ
・
情
報 

財源基盤の 

確立 

会費収入の他、事業収入の途を開く。（例：行政からの事業

受託（指定管理、介護予防事業等）、旅行事業、健康経営支

援等） 

マーケティン

グ力 

市場調査の上、ターゲット層を絞り、顧客ニーズに合致し

たサービスを適正価格で提供し集客を図る。 

また、ホームページを随時更新し、SNSも活用して会員等

と双方向で情報交換を行う。 
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２．持続的で品質の担保されたスポーツクラブ運営モデル 

 

現在のスポーツ実施環境の中で、実現可能な持続的で品質の担保されたスポーツク

ラブの運営モデルとして、「民間事業者による公共施設多種目モデル」（図Ⅵ‐１）、「市

町村体育協会の法人格取得モデル」（図Ⅵ‐２）、「プロスポーツクラブ下部組織の発展

モデル」（図Ⅵ‐３）の３つのモデルが考えられる。いずれも財源基盤の確立並びにス

ポーツ実施場所の確保の観点より、公共スポーツ施設の指定管理、学校開放運営受託、

民間スポ―ツ施設の運営受託等を通じ自主事業の機会を持つ形が望まれる。このモデ

ルは将来的に、学校部活動の地域一体化の受け皿となることも考えられる。 

 

（１） 民間事業者による公共施設多種目モデル 

 

 

 

図Ⅵ-１ 民間事業者による公共施設多種目モデル 

 

 

 

特徴 民間事業者による公共スポーツ施設を利用したモデル 

集客が見込める都市型で都市部中心にモデルが見られる。 

課題 スポーツ施設の安定確保 

具体例 大手フィットネス事業者等。 
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（２） 市町村体育協会の法人格取得モデル 

 

 

          

図Ⅵ-２ 市町村体育協会の法人格取得モデル 

 

※）都道府県体育協会、市町村体育協会は、それぞれ都道府県スポーツ協会、市町村ス

ポーツ協会へ改称予定。 

 

 

 

 

概要 市町村体育協会（※）が自立を図るモデル 

課題 ① 人材確保 

多くの市町村体育協会は実務者がおらず、市町村教育委員会が業務

を代行しているため、人材派遣が求められる。 

② スポーツ施設の安定確保 

具体例 NPO法人掛川市体育協会 

同協会は掛川市並びに市民のコンセンサスも得て、市内全 13カ所の公

共スポーツ施設の指定管理を行うと共に、共同施設を利用した総合型

クラブ（掛川スポーツクラブ）を運営する。市は全国規模大会、東海規

模大会に次ぐ高順位での優先予約利用を同クラブに認めている。 
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（３） プロスポーツクラブ下部組織の発展モデル 

 

 
 

図Ⅵ‐３ プロスポーツクラブ下部組織の発展モデル 

 

 

なお、これらのモデルに共通する最大の課題は、経営人材の確保である。スポーツ

というと、ともすると実技が優先されがちであるが、クラブ運営に当たっては、スポ

ーツクラブであるかどうかに関わらない、プロの経営人材が不可欠である。 

今日、大学においてもスポーツ関係の学科が充実しつつあるが、卒業生の就職先と

して、スポーツ関連事業は決して多くはない。組織マネジメントにかかるカリキュラ

ムを更に充実させ、こうした学科が、スポーツクラブ運営人材の重要な供給源となる

ことが期待される。 

 

表Ⅴ-１で示した持続的で品質の担保されたスポーツクラブ運営条件の、核となる

組織ごとの充足状況を表Ⅵ‐２にまとめる。 

概要 プロスポーツクラブの下部組織の発展形。 

プロチームのホームタウンでのモデルが考えらえる。 

課題 ① 現在はタレント発掘事業の色彩が強い。 

③ スポーツ施設の安定確保。 

具体例 NPO法人湘南ベルマーレスポーツクラブ 

同クラブは多世代、多種目、多志向型の総合型クラブ。 
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表Ⅵ－２ 持続的で品質の担保されたスポーツクラブ運営条件の充足状況 

 

 

  

 

 

条件 

   主体者 

 

概要 

民間事

業者 

市町村体

育 協 会

（ 法 人

格） 

プロス

ポーツ

クラブ 

ヒ
ト 

運営組織

の法人化 

組織継続性とリスク負担の観点か

ら法人格を取得する。 

充足 

 

充足 充足 

 

経営人材

の雇用 

稼ぐ組織とするため、核となり組

織を牽引する経営人材を確保す

る。 

充足 

 

一部組織

は未充足 

充足 

 

スポーツ

指導者の

確保 

ボランティアに依存せず、対価を

支払い、正しい知見を持ったスポ

―ツ指導者を起用する。 

充足（内部養成あるいは 

外部人材起用）。ただし、地

域偏在の課題あり。 

モ
ノ 

 

スポーツ

実施場所

の確保 

公共スポーツ施設、学校開放等を

利用するが、行政からの指定管理

や運営受託により、自主事業の機

会を拡大する。 

公共スポーツ施設、学校開放

等を利用。一部は公共スポー

ツ施設の指定管理あるいは民

間施設の運営管理受託を行い

自主事業の機会を持つ。 

カ
ネ
・
情
報 

財源基盤

の確立 

会費収入の他、事業収入の途を開

く。（例：行政からの事業受託（指

定管理、介護予防事業等）、旅行事

業、健康経営支援等） 

充足 脆 弱 な

組 織 が

多い。 

脆 弱 な

組 織 が

ある。 

マーケテ

ィング力 

市場調査の上、ターゲット層を絞

り、顧客ニーズに合致したサービ

スを適正価格で提供し集客を図

る。また、ホームページを随時更

新し、SNSも活用して会員等と双

方向で情報交換を行う。 

充足 不 十 分

な 組 織

が多い。 

一 部 の

組 織 は

不十分。 
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Ⅶ. まとめ 

  

持続的で品質の担保されたスポーツクラブの運営は、スポーツクラブの運営をビジネ

スとして可能とするような第Ⅴ章で述べた次のような地域連携システムの構築と経営

の専門化が相まって初めて実現すると考えられる。 

 

１． 元アスリート等がスポーツ経験を活かし生計が立てられるように支援する企

業・学校・地域連携システム 

２． 地域のスポーツ実施場所のシェアリングを可能とする行政・企業・地域連携

システム 

３． スポーツクラブ運営を地域で支援する行政・企業・地域連携システム 

 

しかしながら、スポーツ実施環境の整備が図れたとしても、スポーツ人口の拡大は引

き続き課題として残る。 

 近年、スポーツ実施率向上のため、運動習慣化のインセンティブとして健康ポイン

ト制度を導入する市町村が増えたが、同制度は運動を始める契機には成り得るが、ポ

イントが使える店や機会が少ない等、習慣化につながるだけの魅力には欠ける。習慣

化には、より訴求力の高い毎年の家計支出に影響するもの、例えば国民健康保険料の

一定額控除が効果的と考えられる。 

具体的には、行政が条例や施行規則で定める保険料算定方法を変更し、ラジオ体操

等、行政が定めた身体活動への参加要件（回数等）充足を条件に、国民健康保険料を

一定額控除する案が考えられる。国民の継続的なスポーツあるいは身体運動の実施に

よる社会保障関係費（介護・医療費）の削減幅の定量的な評価は困難であり、財源を

一部負担する厚生労働省や都道府県との実施の可否、具体的な金額にかかる調整は厳

しく、それ以外にも、公平性や透明性の確保、不正防止等課題は少なくないが、まず

は地域を決めて社会実証実験を行ってみてはどうか。 

また、運動は 1人だといつでもやめられるが、家族や仲間が一緒だと抑止力が働く。

その点で、スポーツをしたい時の仲間や機会探しに”Team Do Sports”ポータルは、

スポーツをしたいときの仲間や機会探しの絶好のツールだと考えられる。ワールドマ

スターズゲームズ 2021 関西組織委員会が運営するこのポータルの利用により、全国

で開催されるスポーツイベントの参加登録の他、仲間とのチーム作り、練習相手や対

戦相手探し等が可能になる。 
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2021 年に開催されるワールドマスターズゲームズ 2021 関西は一般市民のための生

涯スポーツの世界的祭典である。これを一過性のイベントに終わらせることなく、よ

り深く広く生涯スポーツを浸透させる機会として活用し、総合型クラブをはじめとす

るスポーツ活動を通じて世代と競技の枠を越えた交流、地域コミュニティの活性化と

個々人の健康増進、そしてより豊かな暮らしをもたらすものとなることを願ってやま

ない。 
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